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可燃ごみの共同処理及び広域支援への感謝について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



本日は、令和２年第１回定例会最終日の大変貴重な時間に、市長報告の機会をいた

だきありがとうございます。 

 

はじめに、令和元年度の本市の可燃ごみ処理に御支援をいただいている稲城市、狛

江市、府中市、国立市を構成団体とする多摩川衛生組合、三鷹市、調布市を構成団体

とするふじみ衛生組合及び国分寺市の各施設周辺にお住まいの皆様及び関係者の皆

様に心から御礼申し上げます。また、多摩地域における廃棄物の最終処分場の運営に

関し、御理解、御協力をいただいている日の出町の皆様に改めて感謝を申し上げます。 

そして、日頃からごみの減量や分別に御理解と御努力をいただいている市民の皆様

に厚く御礼申し上げます。 

 

さて、日野市、国分寺市及び小金井市が構成団体である浅川清流環境組合では、新

可燃ごみ処理施設整備事業を進めているところですが、あと１週間ほどで新可燃ごみ

処理施設の本格稼働を迎えることとなります。可燃ごみの共同処理につきましては、

平成２４年４月に本市が日野市に可燃ごみの共同処理を申し入れてから、この間、

様々な段階を経て、令和元年１２月１９日から、新可燃ごみ処理施設の試運転に伴う

可燃ごみの搬入を開始しました。試運転期間中は、様々な性能試験を実施し、最終確

認を同組合と事業者の間で行い、今月末には竣工し、４月１日から本格稼働する運び

となります。 

 

可燃ごみの共同処理を申し入れてから約８年、本格稼働を迎えるまでの段階となり

ましたのも、新可燃ごみ処理施設周辺にお住まいの皆様をはじめとした日野市民の皆

様及び関係者の皆様の御理解、御協力によるものであり、深く感謝を申し上げます。 

 

一方、広域支援につきましては、平成１９年４月以降、本市の可燃ごみは、多摩地

域ごみ処理広域支援体制実施要綱に基づき、その全量の処理をお願いしてまいりまし

たが、平成２１年度には、相互扶助の観点からの緊急的な支援をしていただき、平成

２２年度から平成２５年度までにつきましては、多摩地域ごみ処理広域支援体制実施

要綱を改正していただいた上での暫定的な支援をしていただきました。平成２６年度

からは、平成２６年１月に「日野市 国分寺市 小金井市 新可燃ごみ処理施設の整

備及び運営に関する覚書」を締結したこと等により、改正前の同要綱による支援とし

て、令和元年度まで御支援をいただいてまいりました。この間、本市の可燃ごみ処理



の支援に当たりましては、多摩地域の全団体の皆様に御理解と御協力をいただいてま

いりました。 

 

「三多摩は一つなり」の理念の下、１３年間に及ぶ長きにわたり、本市への多大な

る御理解と御協力をいただきました全ての施設周辺にお住まいの皆様並びに東京都

及び多摩地域の全ての関係者の皆様に心から感謝を申し上げます。 

 

４月１日から新可燃ごみ処理施設が本格稼働することとなりますが、本市は、今後

も浅川清流環境組合の構成団体として与えられた役割と責任を果たしていく所存で

す。また、多摩地域の皆様からいただきました御厚情及び本市の可燃ごみ処理の経過

を忘れず、引き続き、ごみの減量・資源化の推進に努めてまいりますので、市民・事

業者・市議会議員の皆様には、今後も御理解・御協力いただきますよう改めてお願い

をいたしまして、私からの報告とさせていただきます。 

 

 


